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広島市

第１回 アドバイザー・都道府県等担当者合同会議「事前課題」シート

障害のある人もない人も、全ての市民が互いに人格と
個性を尊重し、支え合い、自立しながら、暮らしと生
きがい、地域を共に創る「まち」広島を実現する。

平成21年～平成24年度に実施した広島市精神障害者地域移行支援事業で培ったノ
ウハウやネットワークを強みとし、現在停滞している地域移行に向けた取り組みを再
出発させたい。

まずは、できることから一歩ずつ、関係者と顔の見える関係づくりから・・・。
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広島市

１ 県又は政令市の基礎情報

基本情報（都道府県等情報）

広島市

取組内容

・措置入院者の退院後支援実施に向けた体制整備等

・地域活動支援センターⅠ型の機能強化など地域移行
支援の推進に向けた体制整備
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2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

広島市
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3 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

広島市
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広島市

広島市精神障害者地域移行支援事業（平成２１年度～平成２４年度）

４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

（障害者自立支援特別対策事業：広島県からの委託事業）

【　目的　】
　精神科病院に入院している精神障害者のうち、症状が安定しており、地域の受入条件が整えば、退院可能な者に対して、病院等と連
携し、地域生活への移行に向けた支援を推進する。

病院・施設等 受託指定相談支援事業者

広島市

地域移行支援協議会

■ 利用者の適否の判定

■ 事業全体の総合調整 など

≪委員≫
・学識経験者

・精神科病院の職員

・精神障害者社会復帰施設又は自立支援福祉サービス事業者の職員

・地域体制整備コーディネーター

・精神保健福祉センターの職員

入院・入所者

（利用者）

地域移行推進員

■ 個別の入院患者を担当

■ 個別支援計画の作成

■ 個別支援計画に基づく利用者の支援 など

個別支援会議

■ 個別支援計画の決定・見直し など

≪構成員≫
・地域移行推進員

・地域体制整備コーディネーター

・主治医、関係機関等

地域体制整備コーディネーター

■ 事業の体制整備

■ 地域移行推進員への助言・指導 など

地域移行支援実務者会議

■ 担当する地域移行推進員の決定
■ 事業の進捗状況の把握 など

≪構成員≫
・指定相談支援事業者

・精神科病院の職員

・精神保健福祉センターの職員

・精神保健福祉課の職員

・必要と認めらる施設の職員

・地域移行推進員

地域生活に向けた支援
連携

退院・退所

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦

福祉サービス等

提供事業者

地域生活

福祉サービス等

利用者

連携

⑧

⑨

地域移行支援協議会の開催
（年４回）

地域移行支援実務者会議の開催
（月１回）

個別支援会議の開催
（対象者1人あたり１～２回）

 H21～H23年度の対象者 8人
退院後の処遇 グループホーム 2人

アパート 3人
自宅 1人
中断 2人

本事業の成果

 H24に地域移行支援・地域定着支援が

個別給付化されたことに伴い、左記事
業を廃止

 その後、障害福祉サービス事業者との
連携のしくみが構築されていない

課題
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広島市

5 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に資する取組の成果・効果

＜平成30年度までの成果・効果＞

課題解決の達成度を測る指標 目標値
（H30年度当初）

実績値
（H30年度末）

具体的な成果・効果

保健・医療・福祉関係者による協議の場の設
置

１ １

市障害者自立支援協議会の部会として
平成３０年１０月１日から精神障害者地域
支援部会を立ち上げ
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広島市

6 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた現時点における強みと課題

【特徴（強み）】
広島市精神障害者地域移行支援事業（H21～H24)で培ったノウハウを持った精神科病院及び地域活動支援センターⅠ型等が
地域に存在する。

課題 課題解決に向けた取組方針 課題・方針に対する役割（取組）

地域活動支援センターⅠ型の
機能強化を含む地域包括ケア
システム構築の仕組検討

（地域活動支援センターⅠ型）

・８区中４区にしかないため、１か所で２区を
カバーするなど担当区の設定

・機能強化事業の活性化及び地域包括ケ
アシステムの構築に向けどういった事業を
展開するべきか実施事業の決定・予算化な
どの検討

行政
精神障害者地域支援部会（市障害者自立支援
協議会）での協議等

医療 同上

福祉 同上

その他関係機関・住民等 同上

措置入院者等の退院後支援
の体制整備

平成３１年１月から試行実施、同年４月から
本格実施している。今後、事業の実施状況
等を分析、課題を抽出し、ガイドラインの修
正等を含め引き続き体制整備を行う。

行政
精神障害者地域支援部会（市障害者自立支援
協議会）での協議等

医療 同上

福祉 同上

その他関係機関・住民等 同上

課題解決の達成度を測る指標 現状値
（今年度当初）

目標値
（令和元年度末）

見込んでいる成果・効果

①地域活動支援センターⅠ型の担当区設定
※８区中４区に所在

４ ８ 精神障害者へのこれまでの豊富な相談実績に
もとづき、一般相談支援事所等との連携・バッ
クアップを行う。
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広島市

7
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
今年度の取組スケジュール

時期（月） 実施する項目 実施する内容

R1年５月～
R2年３月

R1年５月～
R2年３月

精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム
の構築

措置入院者等の退院
後支援の体制整備

地域活動支援センターⅠ型の機能強化を含む地域包括ケア
システム構築の仕組検討

平成３１年１月から試行実施、同年４月から本格実施してい
る。今後、実施状況等を分析、課題を抽出し、ガイドラインの
修正等を含め引き続き体制整備を行う。
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